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中学校における給食の持ち帰りについて（お知らせ） 

 

 

 初夏の候、保護者のみなさまにはますますご清祥のこととお喜び申しあげま

す。また、平素は、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがと

うございます。 

 さて、令和２年６月１日（月曜日）から学校の再開とともに、パンと牛乳等

による給食を実施しているところです。 

給食については、給食時間を確保するとともに、給食指導も行っているとこ

ろですが、残食調査を行ったところ、パンの残食が平常時よりもかなり多くな

っているところです。給食は衛生管理上、安全面を配慮して持ち帰ることを禁

止にしているところですが、現在の状況は食品ロスの観点からみて、全市的に

ゆゆしき問題ととらえているところです。 

このことを踏まえ、生徒に提供したパンのみについて、食べずに未開封であ

った自身のものに限り持ち帰ることを可能としました。持ち帰ったパンにつき

ましては、必ず当日中に食べるようにしてください。 

なおこの対応については、令和２年６月１２日（金曜日）までの限定的なも

のとさせていただきますので、ご理解のほどお願いいたします。 

 また、この持ち帰りの取扱いは中学校限定のもので、小学校においては持ち

帰ることはできませんので、何卒ご理解いただきますようあわせてよろしくお

願いいたします。 

 


